
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
四
号

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す

る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支

援
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
四

号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
齢
者
虐
待
の
防

止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
市
町
村
か
ら
の
報
告
）

第
一
条
　
市
町
村
は
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の

養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七

年
法
律
第
百
二
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

二
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通

報
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
、
当

該
通
報
又
は
届
出
に
係
る
事
実
の
確
認
を
行
っ
た
結

果
、
養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
（
以

下
「
虐
待
」
と
い
う
。
）
の
事
実
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、

又
は
更
に
都
道
府
県
と
共
同
し
て
事
実
の
確
認
を
行
う

必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該

虐
待
に
係
る
法
第
二
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
養

介
護
施
設
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
養
介
護
事
業

の
事
業
所
（
以
下
「
養
介
護
施
設
等
」
と
い
う
。
）
の

所
在
地
の
都
道
府
県
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
養
介
護
施
設
等
の
名
称
、
所
在
地
及
び
種
別

二
　
虐
待
を
受
け
た
又
は
受
け
た
と
思
わ
れ
る
高
齢
者

の
性
別
、
年
齢
及
び
要
介
護
状
態
区
分
（
介
護
保
険

法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
要
介
護
状
態
区
分
を
い
う
。
）
又
は

要
支
援
状
態
区
分
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
支

援
状
態
区
分
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
心
身
の
状
況

三
　
虐
待
の
種
別
、
内
容
及
び
発
生
要
因

四
　
虐
待
を
行
っ
た
養
介
護
施
設
従
事
者
等
（
法
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
養
介
護
施
設
従
事
者
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
職
種

五
　
市
町
村
が
行
っ
た
対
応

六
　
虐
待
が
行
わ
れ
た
養
介
護
施
設
等
に
お
い
て
改
善

措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
内
容

（
指
定
都
市
及
び
中
核
市
の
例
外
）

第
二
条
　
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
場
合
は
、
養
介
護
施
設
等
に
つ
い
て
法
第
二
十
一

条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
報
又
は

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
と
す

る
。

（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
公
表
事
項
）

第
三
条
　
法
第
二
十
五
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
虐
待
が
あ
っ
た
養
介
護
施
設
等
の
種
別

二
　
虐
待
を
行
っ
た
養
介
護
施
設
従
事
者
等
の
職
種

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
九
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


